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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ブリスターパックを起立した状態で安定的に陳
列できる陳列トレーを提供する。
【解決手段】陳列トレー１００は，四角筒状をなすよう
に設けられた天面１０，底面２０，左側面３０，及び右
側面４０と，天面と底面の間に設けられた中層面７０と
を備え，天面と中層面のそれぞれには，平面視において
重なる位置に一又は複数の開口部１１，７１が形成され
ている。開口部にブリスターパックの台紙を差し込んだ
ときに，台紙が天面と中層面によって支持されて，ブリ
スターパックが底面に対して起立した状態で陳列される
。
【選択図】図３
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　ブリスターパック（２００）の陳列トレー（１００）であって，
　四角筒状をなすように設けられた天面（１０），底面（２０），左側面（３０），及び
右側面（４０）と，
　前記天面と前記底面の間に設けられた中層面（７０）と，を備え，
　前記天面と前記中層面のそれぞれは，平面視において重なる位置に一又は複数の開口部
（１１，７１）が形成されており，
　前記天面と前記中層面の開口部に前記ブリスターパックの台紙（２１０）を差し込んだ
ときに，前記台紙が前記天面と前記中層面によって支持されて，前記ブリスターパックが
前記底面に対して起立した状態で陳列される
　陳列トレー。
【請求項２】
　前記天面は，前記開口部内に延設されたフラップ部（１２）を有し，
　前記天面と前記中層面の開口部に前記ブリスターパックの台紙を差し込んだときに，当
該台紙の背面に前記フラップ部が当接する
　請求項１に記載の陳列トレー。
【請求項３】
　前記天面及び前記中層面の開口部のそれぞれは，前記ブリスターパックの台紙を差し込
むことのできる主開口（１１ａ，７１ａ）と，前記ブリスターパックのパック部（２２０
）を差し込むことのできる副開口（１１ｂ，７１ｂ）を含む
　請求項１又は請求項２に記載の陳列トレー。
【請求項４】
　前記副開口は，複数種類の異なる形状の前記パック部（２２０）に対応できる形状であ
る
　請求項３に記載の陳列トレー。
【請求項５】
　前記底面部は，前記左側面又は前記右側面の一方との境界線上に設けられた差込穴（２
１）と，前記左側面又は前記右側面の他方との境界線を折れ線として前記差込穴に差し込
み可能な連接片（２２）とを有する
　請求項１から請求項４のいずれかに記載の陳列トレー。
【請求項６】
　さらに，前記天面と前記中層面の間に前記ブリスターパックの台紙を差し込んだ状態で
も，前記ブリスターパックを陳列することができる
　請求項１から請求項５のいずれかに記載の陳列トレー。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は，ブリスターパック用の陳列トレーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から，商品の包装形態の一つとしてブリスターパックが知られている。ブリスター
パックは，紙製の台紙と，商品を収納可能な形状に成型された透明樹脂製のパック部とか
らなり，台紙とパック部とを貼り合わせることでその内部に商品が封入される。このよう
なブリスターパックは，一般的に台紙の上部に吊り下げ用の丸孔が設けられており，この
丸孔に陳列棚に設けられたフックを差し込むことにより，ブリスターパックに封入された
商品を陳列棚に一列に並べて陳列されることが多い。
【０００３】
　他方，ブリスターパックを吊り下げできない売り場のために，例えば特許文献１に示さ
れるように，ブリスターパックを一列に規則的かつ綺麗に並べて配置することのできる商
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品陳列箱も提案されている。特許文献１に記載の商品陳列箱は，ケース本体の仕切り部材
として，片面段ボールをその波形面が内側に向くように商品包装体の大きさに応じてほぼ
Ｕ字状に折り曲げてなる陳列ホルダが用意されており，波形面の凹溝内に商品包装体の下
端縁と両側縁の各一部分とを嵌合させることで，陳列ホルダ内で複数の商品包装体を起立
した状態で陳列できるように構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１６－１４０７０４号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら，特許文献１に記載の商品陳列箱は，段ボールの波形面にブリスターパッ
クの台紙を差し込むことで，そのブリスターパックが底面に対して直立するように構成さ
れているものの，台紙の側縁部分のみが段ボールの波形面によって支持されているに過ぎ
ないため，ブリスターパックにある程度重量のある商品が封入されている場合，陳列箱に
多少の衝撃が与えられただけでもそのブリスターパックが傾倒したり，あるいは段ボール
の波形面による支持状態から外れてしまうという問題がある。さらに，特許文献１の商品
陳列箱は，同種の商品を封入したブリスターパックを一列に並べることを想定したもので
あり，例えば大きさや形状の異なる異種の商品を封入したブリスターパックを一列に並べ
て陳列することは想定されていないといえる。
【０００６】
　そこで，本考案は，ブリスターパックを起立した状態でより安定的に陳列することので
きる陳列トレーを提供することを主たる目的とする。また，本考案は，異種の商品を封入
したブリスターパックを一列に並べて陳列しやすい陳列トレーを提供することをさらなる
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本考案は，ブリスターパック２００の陳列トレー１００に関する。陳列トレー１００は
，天面１０，底面２０，左側面３０，右側面４０，及び中層面７０を備えることを基本構
造とする。天面１０，底面２０，左側面３０，及び右側面４０は，これらの四面によって
四角筒状をなすように設けられている。つまり，天面１０と底面２０は，互いに対向する
ように設けられ，左側面３０と右側面４０は，互いに対向するように設けられるとともに
天面１０と底面２０の間に起立している。中層面７０は，天面１０と底面２０の間に設け
られた面である。中層面７０は，天面１０と底面２０と平行な面を形成していることが好
ましい。天面１０と中層面７０のそれぞれは，平面視（すなわち天面１０側から陳列トレ
ーを見たとき）において重なる位置に一又は複数の開口部１１，７１が形成されている。
そして，本考案に係る陳列トレー１００は，天面１０と中層面７０の開口部１１，７１に
ブリスターパック２００の台紙２１０を差し込んだときに，台紙２１０が天面１０と中層
面７０によって支持されて，ブリスターパック２００が底面２０に対して起立した状態で
陳列されるように構成されている。このように，ブリスターパック２００を天面１０と中
層面７０によって支持することで，ブリスターパックを起立した状態でより安定的に陳列
することが可能になる。
【０００８】
　本考案に係る陳列トレー１００において，天面１０は開口部１１内に延設されたフラッ
プ部１２を有することが好ましい。この場合に，天面１０と中層面７０の開口部１１，７
１にブリスターパック２００の台紙２１０を差し込んだときに，当該台紙２１０の背面に
上記のフラップ部１２が当接することとなる。このように，台紙２１０の背面をフラップ
部１２によって支持することで，ブリスターパック２００の起立状態をより安定させるこ
とができる。
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【０００９】
　本考案に係る陳列トレー１００において，天面１０及び中層面７０の開口部１１，７１
のそれぞれは，ブリスターパック２００の台紙２１０を差し込むことのできる主開口１１
ａ，７１ａと，ブリスターパック２００のパック部２２０を差し込むことのできる副開口
１１ｂ，７１ｂを含むことが好ましい。なお，副開口部１１ｂ，７１ｂは，主開口部１１
ａ，７１ａよりも，左右方向（Ｘ方向）における開口幅が狭く設定されている。このよう
に，開口部１１，７１の形状をブリスターパック２００のパック部２２０に対応させるこ
とで，ブリスターパック２００が陳列時に左右方向に位置ずれを起こすことを抑制できる
。
【００１０】
　本考案に係る陳列トレー１００において，上記の副開口１１ｂ，７１ｂは，複数種類の
異なる形状のパック部２２０に対応できる形状であることが好ましい。このように，副開
口１１ｂ，７１ｂの形状を調整することで，一つの陳列トレー１００に複数種類の商品を
封入したブリスターパック２００を整頓して陳列することができる。
【００１１】
　本考案に係る陳列トレー１００において，底面部２０は，左側面３０又は右側面４０の
一方との境界線上に設けられた差込穴２１と，左側面３０又は右側面４０の他方との境界
線を折れ線として差込穴に差し込み可能な連接片２２とを有することが好ましい。このよ
うに，陳列トレー１００に差込穴２１と連接片２２を設けることで，二つの陳列トレー１
００を左右方向に並べて連接片２２を介して両者を連結することことが可能になる。
【００１２】
　本発明に係る陳列トレー１００は，さらに，天面１０と中層面７０の間にブリスターパ
ック２００の台紙２１０を差し込んだ状態でも，ブリスターパック２００を陳列すること
ができるように構成されていることが好ましい。このように構成することで，例えば天面
１０及び底面２０を上下垂直に起立させた状態（すなわち縦置き）でも，本考案に係る陳
列トレー１００を利用してブリスターパック２００を安定的に陳列できるようになる。
【考案の効果】
【００１３】
　本考案によれば，ブリスターパックを起立した状態でより安定的に陳列することのでき
る陳列トレーを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は，本考案の一実施形態に係る陳列トレーの展開図である。
【図２】図２は，天面及び中層面に形成された開口部の形状を拡大して示している。
【図３】図３は，陳列トレーを組み立てた状態を示す斜視図である。
【図４】図４は，陳列トレーを利用してブリスターパックを陳列した状態を示している。
【図５】図５は，組み立てた状態の陳列トレーを示す透視図である。
【図６】図６は，陳列トレーを縦置きにした状態を示している。
【図７】図７は，陳列トレーの断面図である。
【考案を実施するための形態】
【００１５】
　以下，図面を用いて本考案を実施するための形態について説明する。本考案は，以下に
説明する形態に限定されるものではなく，以下の形態から当業者が自明な範囲で適宜変更
したものも含む。
【００１６】
　本願明細書において，「左右」や「左右方向」というときは，陳列トレーの左側面３０
と右側面４０を結ぶ方向（図１におけるＸ方向）を意味し，「前後」や「前後方向」とい
うときは，陳列トレーの前面５０と後面６０を結ぶ方向（図１におけるＹ方向）を意味し
，「上下」や「上下方向」というときは，陳列トレーの天面１０と底面２０を結ぶ方向を
意味する。
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【００１７】
　図１に示されるように，陳列トレー１００は，厚紙や段ボールシート等の一枚のブラン
クシートからなるものであり，このブランクシートを立体的に組み上げることにより箱型
に成形される。陳列トレー１００は，天面１０，底面２０，左側面３０，右側面４０，前
面５０，及び後面６０が，それぞれ折れ線を介して連接されている。具体的に，図１に示
した実施形態においては，天面１０，左側面３０，底面２０，右側面４０がこの順で左右
方向に連接されており，天面１０の前側に前面５０が設けられ，天面１０の後側に後面６
０が設けられている。このため，ブランクシートを組み立てると，天面１０と底面２０と
が上下方向に対向し，左側面３０と右側面４０が左右方向に対向し，前面５０と後面６０
が前後方向に対向して，陳列トレー１００全体で六面体をなす。また，左側面３０及び右
側面４０の前後両端部と，前面５０及び後面６０の前後方向端部には，それぞれ，ブラン
クシートを組み立てる際に利用する差込片３１，４１，５１，６１を設けておくと良い。
【００１８】
　さらに，本考案に係る陳列トレー１００には，組み立て後において，天面１０と底面２
０の間に位置する中層面７０が設けられている。この中層面７０は，組み立て後の状態に
おいて天面１０と底面２０に対してほぼ平行な面となることが好ましいが，多少前後方向
あるいは左右方向に傾斜していても構わない。中層面７０の左右両側には，左接合代７１
と右接合代７２が折れ線を介して連接されている。左接合代７１は，左側面３０に接着剤
等によって接合され，同様に，右接合代７２は，右側面４０に接着剤等によって接合され
る。なお，本実施形態において，右接合代７２は，天面１０と中層面７０の間に折れ線を
介して連接されている。このように，左接合代７１及び右接合代７２をそれぞれ左側面３
０及び右側面４０に接合することで，天面１０と中層面７０の間の間隙，及び底面２０と
中層面７０の間の間隙が保持された状態で，陳列トレー１００が立体的に組み上がる。な
お，左接合代７１の横幅は底面２０と中層面７０の間の間隙幅に等しく，また，右接合代
７２の横幅は天面１０と中層面７０の間の間隙幅に等しくなるように設計されている。
【００１９】
　また，図１に示されるように，天面１０と中層面７０には，それぞれ，ブリスターパッ
ク２００を差し込むための開口部１１，７１が複数箇所に形成されている。これらの開口
部１１，７１は，平面視において上下方向に貫通するように位置している。つまり，天面
１０の開口部１１のそれぞれの真下に中層面７０の開口部７１が位置していることとなる
。例えば図４に示すように，ブリスターパック２００をこれらの開口部１１，７１に差し
込むことで，ブリスターパック２００の台紙２１０が天面１０と中層面７０とによって支
持され，底面２０に対して起立した状態でブリスターパック２００を綺麗に陳列すること
ができる。
【００２０】
　また，図２（ａ）は天面１０の開口部１１の形状を拡大して示しており，図２（ｂ）は
中層面７０の開口部７１の形状を拡大している。これらの図に示されるように，天面１０
の開口部１１と中層面７０の開口部７１は，それぞれ，ブリスターパック２００の台紙２
１０を差し込むことのできる主開口１１ａ，７１ａを含む。本実施形態では，主開口１１
ａ，７１ａの横幅（すなわち左右方向の幅）は，天面１０と中層面７０の横幅とほぼ等し
く設計されているが，ブリスターパック２００の台紙２１０を差し込むことのできる横幅
であればこれに限定されるものではない。
【００２１】
　また，天面１０の主開口１１ａの前後方向の幅Ｗ１と，中層面７０の主開口７１ａの前
後方向の幅Ｗ２を比較すると，幅Ｗ２の方が幅Ｗ１よりも広く設計されている（Ｗ２＞Ｗ
１）。つまり，天面１０の主開口１１ａと中層面７０の主開口７１ａの後面６０側の端縁
の位置は上下に揃っているが，中層面７０の主開口７１ａの前面５０側の端縁は，天面１
０の主開口１１ａよりも前面５０寄りに位置していることとなる。これにより，天面１０
と中層面７０の開口部１１，７１にブリスターパック２００の台紙２１０を差し込んだと
きに，図４に示されるように，この台紙２１０の正面側が上向きになるように多少傾倒す
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ることとなる。台紙２１０の正面が上向きになるようにブリスターパック２００を傾倒さ
せて陳列することで，その内容物が上側から視認しやすくなる。
【００２２】
　また，天面１０の開口部１１は，ブリスターパック２００のパック部２２０が差し込ま
れる副開口１１ｂ，１１ｃ，１１ｄを含む。この副開口１１ｂ，１１ｃ，１１ｄは，天面
１０の主開口１１ａから前面５０側に向かって延出したものであり，副開口１１ｂ，１１
ｃ，１１ｄ全体の横幅は，主開口１１ａの横幅よりも小さくなっている。副開口１１ｂ，
１１ｃ，１１ｄは，そこに収納するバック部２２０の形状に合わせて適宜設計できる。例
えば，第１の副開口１１ｂのみにパック部２２０が収納されてもよいし，第１の副開口１
１ｂと第２の副開口１１ｃを組み合わせた領域にパック部２２０が収納されてもよいし，
あるいは第１の副開口１１ｂと第３の副開口１１ｄを組み合わせた領域にパック部２２０
が収納されてもよい。このようにすることで，一つの陳列トレー１００で，形状や大きさ
の異なる商品を封入した異なる種類のブリスターパック２００を陳列することができるよ
うになる。
【００２３】
　同様に，中層面７０の開口部７１は，ブリスターパック２００のパック部２２０が差し
込まれる副開口７１ｂ，７１ｃ，７１ｄ，７１ｅを含む。この副開口７１ｂ，７１ｃ，７
１ｄ，７１ｅは，中層面７０の主開口７１ａから前面５０側に向かって延出したものであ
り，副開口７１ｂ，７１ｃ，７１ｄ，７１ｅ全体の横幅は，主開口７１ａの横幅よりも小
さくなっている。副開口７１ｂ，７１ｃ，７１ｄ，７１ｅは，そこに収納するバック部２
２０の形状に合わせて適宜設計できる。例えば，第１の副開口７１ｂのみにパック部２２
０が収納されてもよいし，第１の副開口７１ｂと第２の副開口７１ｃを組み合わせた領域
にパック部２２０が収納されてもよいし，第１の副開口７１ｂと第３の副開口７１ｄ又は
第４の副開口７１ｅ組み合わせた領域，あるいは第１の副開口７１ｂと第３の副開口７１
ｄと第４の副開口７１ｅを組み合わせた領域にパック部２２０が収納されてもよい。
【００２４】
　図１や図３に示されるように，天面１０には，その開口部１１内に延材するようにフラ
ップ部１２が設けられている。このフラップ部１２は，左右方向に伸びる折れ線で天面１
０本体と連接されており，この折れ線を介して開口部１１内に折り込むことができる。図
４に示されるように天面１０と中層面７０の開口部１１，７１にブリスターパック２００
の台紙２１０を差し込んだときに，このフラップ部１２に当該台紙２１０の背面が当接す
るようになっている。これにより，フラップ部１２によってブリスターパック２００をよ
り安定的に支持できる。特に，本実施形態ではブリスターパック２００を傾倒した状態で
起立させることを想定しているため，傾倒した状態のブリスターパック２００の台紙２１
０をフラップ部１２によって安定的に支持できるようになる。
【００２５】
　図４に示されるように，本考案に係る陳列トレー１００によれば，種類の異なる商品を
封入したブリスターパック２００を前後方向に一列に並べて陳列できる。具体的には，陳
列トレー１００には，５種類のＬＥＤランプが陳列されているが，それぞれ直径１５ｍｍ
規格，直径２５ｍｍ規格，直径３５ｍｍ規格，直径１３０ｍｍ規格，直径１９０ｍｍ規格
といったように種類が異なるものである。天面１０及び中層面７０の副開口の形状を適宜
設計することで，このように異なる種類の商品を封入したブリスターパック２００を安定
的かつ綺麗に並べて陳列することが可能になる。
【００２６】
　また，図１に示されるように，底面部２０は，左側面３０との境界線上に差込穴２１が
設けられ，右側面４との境界線を折れ線とした連接片２２が設けられている。ある陳列ト
レー１００の連接片２２は，他の陳列トレー１００の差込穴２１に差し込むことができる
。このように，陳列トレー１００に差込穴２１と連接片２２を設けることで，二つの陳列
トレー１００を左右方向に並べたときに，連接片２２を介して両者を連結することことが
可能になる。
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【００２７】
　また，本考案に係る陳列トレー１００は，図１から図４に示したような横置き状態だけ
でなく，図５に示されるような縦置き状態でも使用することもできる。この場合，例えば
，底面２０にマグネットを取り付けて金属製のプレートや柱に取り付けることができるよ
うにしたり，あるいは底面２０に画鋲を刺して壁や柱に固定できるようにすることが好ま
しい。
【００２８】
　陳列トレー１００を縦置きで使用する場合，ブリスターパック２００の台紙２１０は，
天面１０の開口部１１を通じて，天面１０と中層面７０の間に差し込むと良い。これによ
り，縦置き状態でも，ブリスターパック２００を視認性良く陳列することができる。なお
，図１や図２に示されるように，本実施形態では，天面１０の副開口１１ｂ，１１ｃ，１
１ｄ全体の前後方向の延出長さが，中層面７０の副開口７１ｂ，７１ｃ，７１ｄ，７１ｅ
全体の前後方向の延出長さよりも長くなっている。これは，陳列トレー１００を縦置き状
態で使用する場合でも，ブリスターパック２００のパック部２２０を天面１０の副開口１
１ｂ，１１ｃ，１１ｄ内に収めるためである。すなわち，このように天面１０の副開口１
１ｂ，１１ｃ，１１ｄの形状を工夫することで，ブリスターパック２００の台紙２１０を
天面１０と中層面７０の間に差し込んだ状態においても，この副開口１１ｂ，１１ｃ，１
１ｄにブリスターパック２００のパック部２２０が収納できるようになる。
【００２９】
　以上，本願明細書では，本考案の内容を表現するために，図面を参照しながら本考案の
実施形態の説明を行った。ただし，本考案は，上記実施形態に限定されるものではなく，
本願明細書に記載された事項に基づいて当業者が自明な変更形態や改良形態を包含するも
のである。
【符号の説明】
【００３０】
１０…天面　　　　　　　　　　　１１…開口部
１２…フラップ部　　　　　　　　２０…底面
２１…差込穴　　　　　　　　　　２２…連接片
３０…左側面　　　　　　　　　　３１…差込片
４０…右側面　　　　　　　　　　４１…差込片
５０…前面　　　　　　　　　　　５１…差込片
６０…後面　　　　　　　　　　　６１…差込片
７０…中層面　　　　　　　　　　７１…開口部
７２…左接合代　　　　　　　　　７３…右接合代
１００…陳列トレー　　　　　　　２００…ブリスターパック
２１０…台紙　　　　　　　　　　２２０…パック部
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